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委員会NEWS

●
主
た
る
事
業

△
汚
水
管
渠
工
事
（
筒
井
・
北
黒

田
）

△
管
渠
実
施
設
計

△
水
質
測
定
機
器
購
入

●
審
査
内
容
の
主
な
も
の

質
問

私
道
へ
の
汚
水
管
布
設
に

関
連
し
、
こ
の
際
、
私
道
に

つ
い
て
町
へ
の
寄
付
を
お
願

い
し
て
は
ど
う
か
。

答
弁

寄
付
を
受
け
る
に
つ
い
て

は
、
取
扱
い
基
準
に
基
き
要

請
し
て
い
き
ま
す
。

●
主
た
る
事
業

△
水
道
管
布
設
工
事

（
国
道
56
号
線
・
恵
久
美
）

△
新
水
源
に
係
る
基
本
設
計
・
不

動
産
鑑
定

○
議
会
議
員
の
報
酬
及
び

費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

期
末
手
当
に
つ
い
て
、
国
の
特

別
職
の
支
給
率
に
準
じ
て
3.5
月
分

と
す
る
も
の
で
す
。

○
特
別
職
の
職
員
の
給
与

に
関
す
る
条
例

○
教
育
委
員
会
教
育
長
の

給
与
に
関
す
る
条
例

極
め
て
厳
し
い
社
会
状
況
に
よ

り
、
特
別
職
報
酬
等
審
議
会
の
答

申
に
基
づ
き
、
一
般
職
員
の
給
与

改
定
率
を
基
本
に
１
・
93
％
か
ら

１
・
84
％
に
引
き
下
げ
る
と
と
も

に
、
期
末
手
当
の
支
給
率
を
国
の

特
別
職
の
支
給
率
に
準
じ
て
3.5
月

分
と
す
る
も
の
で
す
。

○
国
民
健
康
保
険
条
例

健
康
保
険
法
等
の
改
正
に
よ

り
、
松
前
町
国
民
健
康
保
険
条
例

を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

内
容
は
、
本
年
４
月
か
ら
３
歳

か
ら
69
歳
ま
で
の
方
の
医
療
機
関

窓
口
で
の
患
者
の
負
担
割
合
が
、

一
律
３
割
と
な
る
こ
と
に
伴
い
、

加
入
者
の
う
ち
被
用
者
保
険
Ｏ
Ｂ

で
あ
る
退
職
被
保
険
者
及
び
そ
の

扶
養
家
族
に
つ
い
て
も
、
健
康
保

険
と
同
様
に
一
律
３
割
負
担
と
な

る
も
の
で
す
。

○
手
数
料
条
例

手
数
料
の
種
類
及
び
金
額
に
関

す
る
規
定
と
、
身
体
障
害
者
補
助

犬
法
の
施
行
に
伴
い
用
語
を
改
め

る
も
の
で
す
。

介
護
保
険
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

３
年
ご
と
に
行
う
見
直
し
に
よ

り
、
平
成
15
年
度
か
ら
17
年
度
ま

で
の
３
年
間
の
、
第
１
号
被
保
険

者
（
65
歳
以
上
の
高
齢
者
）
の
保

険
料
を
、
月
額
３，
６
０
０
円

（
10
・
６
％
増
）に
引
き
上
げ
ま
す
。

質
問

今
回
引
き
上
げ
す
る
理
由

は
何
か
。

答
弁

高
齢
者
の
増
加
に
伴
い
、

要
介
護
認
定
者
・
サ
ー
ビ
ス
利

用
者
が
増
加
し
、
給
付
費
が
伸

び
て
い
る
た
め
で
す
。

質
問

施
設
入
所
待
機
者
へ
の
対

応
と
し
て
、
施
設
整
備
計
画
は

な
い
の
か
。

答
弁

県
の
指
導
に
よ
り
、
松
山

圏
広
域
で
の
利
用
を
考
え
て
お

り
、
施
設
整
備
は
考
え
て
い
ま

せ
ん
。

公共下水道認可区域

既認可区域

拡大区域

特別職4役の給与改正
介護保険料を改定

公公
共共
下下
水水
道道
特特
別別
会会
計計

水水
道道
事事
業業
会会
計計


